平成２３年度阪谷地区市長と語る会の内容
１．同報系防災行政無線整備事業　屋外拡声器整備について（区長会）
　【石塚区長説明】先月６月の区長会にて、生活防災課より、阪谷地区屋外拡声子局設置予定箇所が示されました。１８集落の内、設置個所は１３か所。設置されない集落がいくつかあります。確かに５００ｍ圏内で計算的には声が届きますが、この集落は設置され、この集落は設置されないという不平等感は、地域一体となった安心安全体制づくりの上で住民に疑心暗鬼を生みだしかねません。全集落に設置するようお願いいたします。

【市長回答】結論から言うと、阪谷地区は１３か所でまかなえる、カバーできるということで、１集落１ か所の設置はできない。２０集落あっても、カバーできるということであれば５ヶ所になるかもしれないし、５集落でも、広くてカバーできなければ増える。費用対効果を考え、他の地域も同様に進めていく。理解してほしい。その他区長宅又は集落センターに固定式の受信機をと考えていたが、先日東北を視察し、現地の区長等か「持ち運びのできる無線機が一番よかった」という意見を聞いたので、大野市も移動式に変更しようと思っている。

２．中部縦貫道大野東インターから阪谷へのアクセス道の新設について（ふるさと阪谷をよくする会）

【松村会長説明】　中部縦貫道のインターが上唯野にできると聞いております。そこで、インターから白山ワイナリー、スターランドさかだに、六呂師高原へのアクセス道として、柿ヶ嶋、伏石、蓑道をぬけ、スターランドさかだに近辺から県道六呂師線へつなぐ道路の新設をお願いいたします。

【市長回答】市の単独事業としては無理。県にも聞いてはみるが、県としても、松丸からの歩道の拡幅や、橋爪のＳ字カーブ等解決しないといけない箇所が残っているので難しいと思う。プランとしては良いので土地改良に取り入れてもらい農道整備とかで取り組んで、その後拡幅するといったことも考えられる。何かの形で線を引いておくと早い。現時点では、一致団結して地域づくりをし、阪谷の魅力を上げて、インターができた時どんどん人が来るといったことが先ではないか。

３．公益法人制度改革に伴う特例民法法人阪谷育林会への対応について（阪谷育林会）

【加藤会長】　旧阪谷村より引き継がれてきた阪谷育林会（所有林面積１９２ha）は、近年の木材関連事情の悪化で現状維持が精一杯です。そこへ今回の国の政策による公益法人制度改革、「事業を行えなければ解散せよ」とのお達しがありました。理事会等でその対策を真剣に検討していますが、法人としての管理運営継続は困難極まりなく解散の道選択を余儀なくされています。しかしながら解散するにも受け皿がありません。育林会としては、自然環境を守り続けるためにも、新たな地縁団体に受け皿になってもらい、これまでどおり阪谷地区で管理していきたいと思っているのですがそのような特例は可能でしょうか。早急に国や県に働きかけるなどして大野市なりの、具体的な制度改革への対処方法をご教示願います。

【市長回答】大野市には上庄が約７００ｈａ、阪谷が１９２ｈａと２団体ある。和泉は、合併時に大野市が引き継ぎ管理している。地方自治法とも照らし合わせたが、地縁団体をつくることは難しい、ハードルが高いのが現状。またいろいろな角度から聞いたり国や県に問い合わせたりしているが、なかなか良い方法がない。土地、立木を市に寄贈するといったことであれば、市が責任をもって予算をつけてきちんと管理していく腹つもりはある。地区運営での継続するための組織作りは難しいので、今一度育林会で、どう終わるか、どのようなよい処分の仕方があるのかを考えたほうがよいのではないかと思う。

